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野迫川小学校　春の遠足

野迫川中学校　修学旅行

　５月１８日（金）、野迫川小学校の子どもたちが春の遠足を行いました。高野山金剛峯寺を

出発し、大滝を越えて龍神スカイラインの合流地点まで、世界遺産の「小辺路」を歩きました。

坂の続く山道も、子どもたちは元気満々で歌を歌ったり、しりとりやクイズをしたり、歓声

を響かせながら歩き続けました。

　途中、草花や虫を見ては立ち止まり、遠くの山並みや景色を見て「ヤッホー」と声を上げ、

友達の歩くペースを気遣いながら予定通

りのコースを完歩しました。ゴールの高

野龍神スカイライン合流地点が見えたと

き、子どもたちのガッツポーズと笑顔が

輝きました。

　５月８日（火）から３泊４日の日程で、野迫川中学校３年生４人が修学旅行に行きました。

今回は、事前に立てた計画にしたがって生徒だけで行動する場面を多く取り入れました。

　初日は、横浜中華街で自由散策を行いました。生徒が事前にインターネットで調べた店を

４人だけで探し出し、大きな豚まんを食べたり、お土産のラーメンドロップを買ったりと、

自由行動を楽しみました。夕食後の水上バスから見た「横浜みなとみらい２１」の夜景は、水

辺に反射するネオンと相まって大変美しく、生徒も感動しているようでした。

　２日目は、はとバスツアーに参加しました。

皇居周辺や国会議事堂の見学、東京スカイツ

リー６３４ｍのから展望を楽しみました。その

あと生徒たちは地図を頼りに、浅草寺まで自分

達の足で歩いて行きました。

　３日目は、東京ディズニーシーでアトラク

ションを楽しみました。朝、晩の大都会の人の

多さに戸惑いながらも、４人が協力して楽しみ

ました。
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Kobo Trail 2018 ～弘法大師の道～

五條市観光交流センターオープンセレモニー

野迫川村長選挙結果

　５月２０日（日）、天候に恵まれるなか、かつて弘法大師が歩いたとされる道を走る弘法大

使の道トレイルランニング実行委員会主催の”Kobo Trail 2018 ～弘法大師の道～”が開催

されました。

　このイベントは今年で第５回目となり、ランナーは吉野町金峯山寺と天川村洞川をスター

トし、野迫川村を通過して、ゴール地点の高野山金剛峰寺を目指しました。

　約１８０人のランナーが参加し、野迫川村では、紀和

隧道上と天狗木峠で、ランナーへの給水や配食などのお

もてなしを行いました。郷土料理研究会の皆さんに提供

していただいた「野迫川村芋餅」は、多くのランナーか

ら「美味しい」との声を頂き、大自然を駆け抜ける素晴

らしいイベントとなりました。

　５月２０日（日）、観光情報を発信し、特産品を紹介する五條市観光交流センターが五條市

野原西（カルム五條の横）にオープンしました。

　同日、オープンセレモニーが行われ、野

迫川村の特産品の販売が行われました。

　今後は、五條市・十津川村・野迫川村と

の広域観光拠点や観光交流センターとして

利用され、野迫川村の情報についてもこち

らから発信されることになります。

　平成３０年６月３日執行の野迫川村長選挙は、５月２９日告示日において、立候補者の届

け出が１名であったため、⻆谷喜一郎氏の無投票当選が決定し、６月４日地場産業振興セン

ターにおいて、当選証書が付与されました。
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後期高齢者医療保険から平成30・31年度保険料率改定のお知らせ
○法律に基づき２年ごとに保険料率が見直されます。
◎保 険 料 率 に つ い て
■保険料率（年額）

（現行）　平成２８・２９年度 （改正後）平成３０・３１年度

・均等割額　　４４，８００円
・所得割率　　　　８．９２％

・均等割額　　４５，２００円
・所得割率　　　　８．８９％

　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によっ
て運営されています。
　医療機関の上手な受診と毎日の健康づくりで医療保険制度をみんなで支え合いましょう。

◎保 険 料 の 軽 減 に つ い て
平成３０年度以降の保険料軽減措置について
１．所得の少ない被保険者に対する軽減措置
　所得の低い方は、世帯（世帯主及び被保険者）の所得水準に応じて次のように保険料が軽減されます。

【均等割額軽減の基準】
　世帯（世帯主及び被保険者）の総所得金額等（医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額）により判定
します。

基礎控除額（３３万円）を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入８０万以下」の世帯
（その他各種所得が無い場合）

９割軽減

基礎控除額（３３万円）を超えない世帯 ８．５割軽減
基礎控除額（３３万円）＋２７．５万円（注）×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 ５割軽減
基礎控除額（３３万円）＋５０万円（注）×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 ２割軽減

※６５歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から上限１５万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
※軽減判定は４月１日（４月２日以降新たに加入した場合は加入した日）の世帯の状況で行います。

（注）軽減（２割軽減・５割軽減）拡充の内容
①５割軽減の拡充　…　軽減対象所得の基準額の引き上げ。
　（現　行）　基準額　３３万円＋２７万円×被保険者数 
　（改正後）　基準額　３３万円＋２７．５万円×被保険者数
②２割軽減の拡充　…　軽減対象所得の基準額の引き上げ。
　（現　行）　基準額　３３万円＋４９万円×被保険者数 
　（改正後）　基準額　３３万円＋５０万円×被保険者数

２．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置
　後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険（健康保険組合や共済組合などの医療保険〔市町村国保や国保組
合は対象となりません〕）の被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額の５割軽減となります。ただし、
上記１の9割軽減、8.5割軽減が適用される場合は、そちらを優先します。

対象期間 所得割額 均等割額
（現　行）平成２９年４月～平成３０年３月まで 負担なし ７割軽減
（改正後）平成３０年４月～平成３１年３月まで 負担なし ５割軽減

３．所得割軽減の廃止
　所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が５８万円以下の方の所得割軽減が廃止されます。（年
金収入のみの場合、１５３万円超２１１万円以下の方）

（現　行）　賦課のもととなる所得金額が　５８万円以下のとき　所得割額　２割軽減 
（改正後）　軽減廃止

問い合わせ　野迫川村役場住民課　ＴＥＬ０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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総合型地域スポーツクラブからのお知らせ

教科書展示会の開催について

教室名 ７月 ８月 ９月

フットサル教室（小学校体育館） １８日（水） ８日（水） １９日（水）

健康教室

（場所については後日お知らせします）
２０日（金） ２４日（金） ２１日（金）

　初めての方でも大歓迎です。皆様ご近所お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

※ ゲートボール教室について、お知らせがあります。これまで、たくさんの方々に参加して頂い

てきた教室ですが、参加人数が集まらず、教室を休止することになりました。

　 楽しみにして下さっていた方々には申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願いし

ます。

　上記の予定は変更になることがあります。ご了承ください。     

（問い合わせ）　野迫川村総合型地域スポーツクラブ事務局（野迫川村教育委員会内）

　　　　　　　ＴＥＬ０７４７ｰ３７ｰ２１０１

　平成３１年度から使用される中学校の教科書などを下記の教科書センター（分館）等で展示しま

す。

記

１　展示場所　野迫川村山村振興センター（野迫川村北股）

　　　　　　　吉野町立吉野小学校（吉野町上市）

　　　　　　　川上村立川上中学校（川上村人知）

　　　　　　　下北山村立下北山小学校（下北山村寺垣内）

　　　　　　　十津川村立十津川第一小学校（十津川村小原）

２　展示期間　平成３０年６月１５日（金）～７月１３日（金）

　　　　　　　午前９時～学校及び施設の終了時刻

　　　　　　　（休みの日は閲覧できません）

〇なお、県立教育研究所（磯城郡田原本町秦庄）等においても展示しています。

問い合わせ　野迫川村教育委員会　ＴＥＬ０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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平成３０年度差別をなくす村民集会の開催について

平維盛の大祭寄付金のお願い

開催日時　平成３０年７月１１日（水）

　　　　　午前９時　受付開始

　　　　　午前９時４０分　開会

　　　　　午前１０時　講演

　　　　　　　　　　　（奈良県人権教育推進協議会事務局長　吉岡　伸晃氏によるご講演）

開催場所　野迫川村山村振興センター２階

問い合わせ　野迫川村役場住民課　TEL ０７４７ｰ３７ｰ２１０１

開催日　　平成３０年７月２８日（土）

会　場　　野迫川村大字平　平維盛歴史の里

内　容　　○御霊祭　○もちせり　○燈花会　○夜叉太鼓
　　　　　○河島翔馬コンサート　○打上花火

　野迫川村商工振興会は『平維盛の大祭』における打上花火の個人寄付金を募集しています。
　昨年行いました『平維盛の大祭』では、村内外より多数のご寄付を賜り、大盛況のうちに終え
ることが出来ました。
　つきましては、本年度も下記要項により、打上花火の個人による寄付金を村民または村外在住
の方にも広く募集しますので、ご協力賜わりますよう、よろしくお願いします。

記
募集要項
　①内　　容　　１，０００円を１口とします。
　　　　　　　　（ただし、個人名の氏名掲示や読上げ等はいたしません。）
　②入金方法　　現金持参または郵便局への振り込みとします。
　　　　　　　　振込口座：口座記号番号　００９３０ｰ９ｰ１３９９１７
　　　　　　　　　　　　　加入者名　　　野迫川村商工振興会
　③その他　　本大祭がやむを得ない事情で中止になった場合でも、既に受領済みの寄付金はお
返しできませんのでご了承ください。

　問い合わせ　野迫川村役場産業課　ＴＥＬ　０７４７ｰ３７ｰ２１０１
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４７ｰ３７ｰ２１０７
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平成３０年度村県民税（第１期）
の納期限は

７月２日（月）です
　平成３０年度村県民税第１期の納期限は 7 月 2 日（月）です。
　この日までに役場窓口や、各金融機関で納付をお願いします。
　また、口座振替の引落しもそれぞれこの日に行います。
　口座残高に不足がないよう、事前にご確認ください。

野迫川村臨時職員募集
募集職種 ：臨時職員（一般事務職）
募集人数 ：若干名
受験資格 ：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
受付期間 ：平成３０年７月１３日まで
試験日時 ：随時
試験場所 ：野迫川村役場
試験方法 ：面接
雇用期間 ：平成３０年８月１日から平成３１年３月３１日まで
就業時間 ：８：３０～１７：００
　　　　　（休憩時間１２：００～１２：４５）
　　　　　週休２日　※村行事により土日祝日出勤の可能性有
賃　　金 ：１４０，０００円～２００，０００円
申込方法 ： 履歴書（市販）に必要事項を記入し、下記まで持参ま

たは書留など確実な方法での郵送とする。
※詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
〒６４８ｰ０３９２　奈良県吉野郡野迫川村大字北股８４番地
野迫川村役場　総務課
ＴＥＬ　０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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人口／５月３１日現在　■世帯数　２３１戸　■人口　４０７人　■男　１９７人　■女　２１０人

平成30年６月 （8）
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